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1.【組織の概要】 

1） 事業者名  

   会社名   有限会社ティーアイコーポレーション 

   代表者   代表取締役 幾田 淳也 

  

2） 所 在地 

本社 大分県津久見市徳浦本町２番１６号 

事務所 大分県津久見市大字上青江字田原３３７５番地３ 

青江車庫 大分県津久見市大字上青江字田原３３７５番地３ 

 大分県津久見市大字上青江字田原３３９５番地４ 

乙見車庫 大分県臼杵市大字乙見字宮久保４９３番地 

 

 

 

 

3） 環境経営管理責任者 連絡先 

環境管理責任者 幾田 淳也 

事務局担当者  幾田 由希子 

連 絡 先 電 話 ０９７２‐８３‐７２７３ 

        F A X ０９７２‐８３‐７２７５  

        メールアドレス：ti.co@tenor.ocn.ne.jp 

 

 

4） 事業規模 

本社・事業部 13名 

   Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

売上高（百

万円） 
382 389 372 341 305 283 

 

 

 本社 青江車庫 乙見車庫 

延べ面積（㎡） 51.48 1,094 1,223 

事業年度 6月 1日～5月 31日まで 

会社設立の年月日 平成 7年 9月 18日 

資本金   1000万円 
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2.【対象範囲（認証・登録範囲）、レポートの対象期間】 

1）認証・登録範囲  

・産業廃棄物収集運搬業 

・一般廃棄物収集運搬業  

 

対象活動は、全組織、全従業員を認証・登録範囲とする。 

 

環境経営レポートの対象期間 

対象期間：令和 6年 6月１日～令和 7年 5月 31日 

 
  

 

3.【取得許可の内容】 

 

□産業廃棄物収集運搬業許可取得の概要 

大分県 

産業廃棄物収集運搬業 04404036571 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 04454036571 

福岡県 

産業廃棄物収集運搬業 04000036571 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 04050036571 

熊本県 

産業廃棄物収集運搬業 04305036571 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 04355036571 

佐賀県 産業廃棄物収集運搬業 04103036571 

長崎県 産業廃棄物収集運搬業 04200036571 

宮崎県 産業廃棄物収集運搬業 04508036571 

山口県 産業廃棄物収集運搬業 03500036571 

鹿児島県 産業廃棄物収集運搬業 04604036571 

 

□一般廃棄物収集運搬業許可取得の概要 

津久見市 一般廃棄物収集運搬業  
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□許可の内容 

 

大分県 産業廃棄物収集運搬      

許可番号 04404036571 

積替え・保管 積替保管を含まない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 

廃プラスチック類（廃プリント配線板、廃容器包装）、ゴムくず、金属くず

（廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極で不要物である物、鉛製の管又

は板であって不要物ある物、廃容器包装）、ガラスくず等（廃ブラウン管

〔側面部に限る〕、廃石膏ボード、廃容器包装）、がれき類、鉱さい、木く

ず、燃え殻、汚泥（有機、無機）廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、繊維く

ず、動植物性残さ、ばいじん、13号廃棄物 （以上 17種類 ただし、上

記以外の非安定型産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。） 

（石綿含有産業廃棄物を含む。）（水銀使用製品産業廃棄物を含み、

水銀含有ばいじん等を含まない。） 

許可年月日 令和 3年 2月 7日 

許可有効期限 令和 8年 2月 6日 

 

大分県 特別管理産業廃棄物収集運搬     

許可番号 04454036571 

積替え・保管 積替保管を含まない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、汚泥、鉱さい、燃え殻、廃石綿等 

許可年月日 令和 5年 6月 26日 

許可有効期限 令和 10年 6月 25日 

 

福岡県 産業廃棄物収集運搬      

許可番号 04000036571 

積替え・保管 積替保管を含まない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等（以上 3品目については自動

車等破砕物を除く。）、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、

木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじ

ん、政令第 2条 13号廃棄物（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維く

ず、ガラスくず等、がれき類については石綿含有産業廃棄物を含む。）  

以上 17品目 

許可年月日 令和 4年 5月 13日 

許可有効期限 令和 9年 5月 12日 
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福岡県 特別管理産業廃棄物収集運搬     

許可番号 04050036571 

積替え・保管 積替え保管を行わない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 
廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、汚泥、鉱さい、燃え殻、廃石綿

等 

許可年月日 令和 5年 6月 13日 

許可有効期限 令和 10年 6月 12日 

 

熊本県 産業廃棄物収集運搬      

許可番号 04305036571 

積替え・保管 積替え・保管行為を含まない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 

紙くず、木くずえ鰍佐くず、観植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス

くず、コンクリートくず、及。満麟器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、13号廃棄

物（これらのうち、石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物及び水銀

使用製品産業廃棄物であるものを含み、水銀含有ばいじん等及び特

別管理産業廃棄物であるものを除く。)以下余白 

許可年月日 令和 3年 6月 6日 

許可有効期限 令和 8年 6月 5日 

 

熊本県 特別管理産業廃棄物収集運搬     

許可番号 04355036571 

積替え・保管 積替え・保管行為を含まない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、汚泥、鉱さい、燃え殻、廃石綿

等 

許可年月日 令和 5年 6月 18日 

許可有効期限 令和 10年 6月 17日 
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佐賀県 産業廃棄物収集運搬      

許可番号 04103036571 

積替え・保管 積替え保管を行わない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、

動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん及び13号廃棄

物並びに廃プラスチック類）、金属くず及びガラスくず・コンクリートく

ず・陶磁器くず（自動車等破砕物を除く）、 以上 17種類 （石綿含有

産業廃棄物を含む。） 

許可年月日 令和 6年 1月 27日 

許可有効期限 令和 11年 1月 26日 

 

長崎県 産業廃棄物収集運搬      

許可番号 04200036571 

積替え・保管 積替え・保管行為を含まない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、

木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コ

ンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん(石綿含

有産業廃棄物であるものを含む。)(これらのうち特別管理産業廃棄

物であるものを除く。) 

以上 16種類 

許可年月日 令和 6年 12月 25日 

許可有効期限 令和 11年 12月 24日 

 

長崎県 特別管理産業廃棄物収集運搬     

許可番号 04250036571 

積替え・保管 積替え・保管行為を含まない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、汚泥、鉱さい、燃え殻、廃石綿

等 

許可年月日 令和 6年 4月 15日 

許可有効期限 令和 11年 4月 14日 
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   宮崎県 産業廃棄物収集運搬 

 許可番号 04508036571 

 積替え・保管 積替え・保管行為を含まない。 

 事業の範囲 

産業廃棄物の

種類 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類（石綿含有産

業廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、

金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃

棄物を含む。）、鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ばい

じん 以上 16種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除

く。） 

 

 

 許可年月日 令和 5年 2月 6日 

 許可有効期限 令和 10年 2月 5日 
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山口県 産業廃棄物収集運搬      

許可番号 03500036571 

積替え・保管 積替え保管を行わない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（が
れき類を除く）・陶磁器くず（自動車等破砕物を除く。以上3種類）
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維
くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、1
3号廃棄物 
（これらは、石綿含有産業廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物で

あるものを除く。） 以上 17種類 積替え又は保管を除く 

許可年月日 令和 6年 1月 14日 

許可有効期限 令和 11年 1月 13日 

 

鹿児島県 産業廃棄物収集運搬 
     

許可番号 04604036571 

積替え・保管 積替え保管を行わない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（が
れき類を除く）・陶磁器くず（自動車等破砕物を除く。以上3種類）
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維
くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、1
3号廃棄物 
（これらは、石綿含有産業廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物で
あるものを除く。） 以上17種類 積替え又は保管を除く 
  
  
  

許可年月日 令和 4年 4月 18日 

許可有効期限 令和 9年 4月 17日 

 

津久見市 一般廃棄物収集運搬 
     

許可番号  

積替え・保管 積替え保管を行わない。 

事業の範囲 

産業廃棄物の種類 収集・運搬業務（ごみ） 
  
   

許可年月日 令和 6年 4月 1日 

許可有効期限 令和 8年 3月 31日 
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4.【処理工程図】 

□産業廃棄物収集運搬業 

  

 

 

 

 

       

 

  

□特別管理産業廃棄物収集運搬業 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

□一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬 津久見市よりの委託事業 

排出事業場排 産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 

産業廃棄物中間処分場 

産業廃棄物最終処分場 

 

排 出 事 業 場 特別管理産業廃棄物収集運

搬 

特別管理産業廃棄物中間処分場 

特別管理産業廃棄物最終処分場 

 

津久見市集積所 大分市佐野清掃センター 
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5.【施設の概要】 

 

車両形式 最大積載量（kg） 保有台数 

脱着装置付コンテナ専用車 6000 ㎏～12500 ㎏ 8 台 

ダンプ 14000 ㎏ 2 台 

キャブオーバ 14000 ㎏ 1 台 

清掃車 4750 ㎏ 1 台 

タンク車 3020 ㎏～11520 ㎏ 5 台 

 

 

コンテナ専用車（トラク      

 

脱着装置付コンテナ専用車 



11 

 

 

ダンプ 

 

キャブオーバ 

 

清掃車 
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タンク車 

 

 

 

 

6.【処理量、廃棄物処理料金】 

 

 

処理量                            単位：トン 

 

29年度 

Ｈ29.6

～Ｈ

30.5 

30年度 

Ｈ30.6

～R1.5 

1年度 

R1.6～

R2.5 

2年度 

R2.6～

R3.5 

3年度 

R3.6～

R4.5 

4年度 

R4.6～

R5.5 

5年度 

R5.6～

R6.5 

6年度 

R6.6～

R7.5 

産業廃棄物

収集運搬量 
24,356 28,164 28,177 28,242 19,540 23,111 24,403 22,450 

特別管理産

産業廃棄物 

収集運搬量 

実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 0.43 
実績な

し 
実績なし 

一般廃棄物 

（可燃物） 
    736 962 325.5 299 

合 計 24,356 28,164 28,177 28,242 20,276 24,073 24,728 22,749 

 
 

 

廃棄物処理料金 個別見積もりによる 
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7.【ＥＡ21実施体制】 

 

 

代表取締役 

環境管理責任者 

幾田 淳也 

エコアクション 21推進委員会 

幾田 淳也、幾田由希子、松本 慶子、高尾 英司 

 事務局 

  松本 慶子 

 取締役 

社内事務業務全般 

 幾田由希子 

業務統括部長 

 収集運搬部 廃油リサイクル部 
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8.【役割・権限・責任】 

 

 役割・権限・責任 

代表者 ・環境経営に関する統括責任者 

・環境経営に必要な経営資源（人・物・資金）を準備する 

・経営の課題とチャンスを明確にする 

・環境経営管理責任者の任命 

・環境経営方針を定める 

・環境経営目標及び環境活動計画、実施体制を承認する 

・代表者による全体の評価と見直しを実施する 

・環境経営活動レポートの承認 

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、運用、管理に関する責任者 

・環境経営システムの運用、管理状況を代表者に報告する 

・エコアクション 21推進委員会の責任者 

・環境関連法規等のとりまとめ表の承認、遵守状況チェック結果の承認 

・環境経営目標、環境経営活動計画、実施体制の確認 

・環境上の緊急事態の想定及び対応策の承認 

・問題点の是正及び予防処置の承認 

・環境経営活動レポートの確認 

事務局 ・環境経営管理責任者の補佐、エコアクション21推進委員会の事務局 

・環境関連文書、記録の管理 

・環境活動に関する実績のとりまとめ 

・外部環境コミュニケーションに関する窓口 

・環境経営活動レポートの作成 

エコアクション 21

推進委員会 

・環境経営目標、環境経営活動計画の伝達 

・各部門の実施状況、目標達成状況、問題点などの報告 

・環境活動に関する意見交換 

部門長 ・自部門における環境活動の実施 

・自部門における環境活動の実施、目標達成状況を委員会に報告する 

・自部門に必要な手順書などの作成、管理 

・自部門の問題点の発見及び是正、予防処置を実施する 

全従業員 ・環境経営方針、環境経営目標などの理解と自らの役割を自覚する 

・自主的、積極的に環境経営活動に参加する 
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9.【環境経営方針】 

環 境 経 営 方 針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《行動指針》 

1. 環境関連法、規制、協定及びその他の要求事項を遵守します。 

2. 適切な車両管理等による燃費の向上により、運搬車両からの排出ガス削減に努めます。 

3. 廃棄物排出量削減の為、分別の徹底により適正処理と受託廃棄物の資源化リサイクル

に努めます。 

4. 水使用量削減に努めます。 

5. 資源の有効利用の為、節約・使用量の低減に努めます。 

6. グリーン購入の推進に努めます。 

7. 持続可能な開発目標（SDGS）を学びとり、少しでも寄与できるよう努力します。 

8. この環境経営方針は従業員全員に周知すると共に研修や教育を行い全従業員の環境

保全に向けた意識の向上に努めます。 

改定日：令和 4年 6月 30日 
有限会社 ティーアイコーポレーション 
代表取締役社長  幾田 淳也 

《基本理念》 

当社は、環境問題への取り組みが社会共通の課題であると認識し、企業の社会的、

公共的使命を自覚して、本業である産業廃棄物収集運搬業を通じて生ずる環境負荷

を継続的に削減し、環境経営を継続的に改善するシステムを構築し人間と自然が共

生できる環境の創造と持続的発展が可能な社会づくりに貢献いたします。 
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10.【環境経営目標】 

環境目標 単位 

3年度 

R3.6月 

R4.5月 

4年度 

R4.6月 

R5.5月 

5年度 

R5.6月 

R6.5月 

6年度 

R6.6月 

R7.5月 

（基準年度） 目 標 目 標 目 標 

1 
二酸化炭素総排

出量の削減 
ｋg-co2 673,342 

666,609 

基準年度 

1％削減 

666,609 

基準年度 

1％削減 

666,609 

基準年度 

1％削減 

  

1-1 
電力使用

量の削減 
kWh 6,216 

6,153 6,154 6,154 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

1-2 
軽油使用

料の削減 
ℓ 259,872 

257,273 257,273 257,273 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

2 

総排水量（使用

水量）の削減 
ｍ3 115 

113 113 113 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

グリーン

購入の推

進 

エコ

マー

ク商

品 

切り替え

品目数 

※導入率 

59％ 

※導入率 

30％以上 

※導入率 

30％以上 

※導入率 

30％以上 

4 
一般廃棄物の総

量の削減 
㎏ 225 

224 224 224 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

基準年度 

1％削減 

5 
生活環境保全の

取り組み 
- 

会社周辺の清

掃月に 1度 

会社周辺の清

掃月に 1度 

会社周辺の清

掃月に 1度 

会社周辺の清

掃月に 1度 

※二酸化炭素の排出係数は、電力：0.462㎏-CO2/ kwh を適用（2022年度 九州電力㈱）   

※化学物質の使用の削減については、使用実績がないため目標を掲げない 

※グリーン購入の推進は、事務用品等の購入全体に対して 30％以上をエコマーク商品等にすること

を目標に掲げた。 
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11.【環境経営活動計画】令和 6年 6月～令和 7年 5 月 
（2024年 6 月～2025年 5月） 

目標課題 具体的な行動（活動） 評価 対象部門 

電力消費量削

減 

1．事務室、休憩室の照明は、不必要なときは、消灯 ○ 全部門 

2．使用頻度が低いトイレ等の照明は、使用時のみ点灯 ○ 全部門 

3．パソコン、コピー機等の OA機器は、省電力設定 ○ 全部門 

4．夜間、休日は、パソコン、プリンター等の主電源を切る ○ 全部門 

5．使用していない部屋の空調は停止 ○ 全部門 

   

     

     

軽油消費量削

減 

1．エコドライブの励行 ○ 業務統括部門 

2．アイドリングのストップを励行 ○ 業務統括部門 

3．定期点検によりタイヤの空気圧等を適正に保つ ○ 業務統括部門 

4．高速走行の速度設定とその実行 ○ 業務統括部門 

5．配車計画と搬送方法の見直し ○ 業務統括部門 

6.燃費の管理   

廃棄物排出量

削減 

1．再使用又はリサイクルしやすい製品を優先的に購入 ○ 全部門 

2．詰め替え可能な製品の利用修理等 ○ 全部門 

3．分別回収ボックスの適正配置等により、ごみの分別 〇 全部門 

4．コピー用紙の削減     

水使用量削減 

1．手洗い時、洗い物においては、節水を励行 ○ 全部門 

2．洗車の場合は必要最小限にとどめる ○ 業務統括部門 

3．汚泥タンク洗浄業務の持参する水は節水を励行する ○ 業務統括部門 
     

グリーン購入

の推進 

1．エコマーク商品の調査 ○ 事務局 

2．エコマーク商品への切り替え ○ 事務局 

     

     

社会貢献への

参加 

1．事務所、駐車場入口の清掃 ○ 全部門 

（原則として第 2土曜日）     
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12.【環境経営目標の実績】 

令和 6年 6月～令和 7 年 5月（2024年 6 月～2025年 5月）  

環境目標 単位 

3年度 

R3.6月 

R4.5月 

6年度 

R5.6月 

R6.5月 

6年度 

R5.6月 

R6.5月 
 

（基準年度） 目標（運用期間） 実績（運用期間） 

1 二酸化炭素総排出量の削減 ㎏-ＣＯ2 673,342 
666,609 

基準年度 1％削減 
591,880 達成 

2 

2-1 電力使用量の削減 Kwh 6,216 
6,154 

基準年度 1％削減 
5,707 達成 

2-2 軽油使用料の削減 ℓ 259,872 
257,273 

基準年度 1％削減 
228,274 達成 

3 総排水量（使用水量）の削減 ｍ3 115 
113 

基準年度 1％削減 117 未達成 

4 
グリーン購

入の推進 

エコマーク商品の

切替 
導入率 30％ 

文具等の購入全体に対し

30％以上をエコマーク商品に

する。 

文具等の購入全体に対し

30％以上をエコマーク商品に

する。 
30％ 達成 

5 一般廃棄物の総量の削減 ㎏ 227 
224 

基準年度 1％削減 
218 達成 

6 生活環境保全の取り組み - 会社周辺の清掃 会社周辺の清掃 月に 1回を実行 達成 

※二酸化炭素の排出係数は、電力：0.402 ㎏-CO2/ kwh を適用（2023 年度 九州電力㈱）  

※化学物質の使用の削減については、使用実績がないため目標を掲げない 
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13.【結果の評価】 

取組内容 取組結果とその評価 

電力使用量の削減 

電力消費量については、節電意識の高まりが継続され無駄な電力使用が削

減された 

目標値は未達成であるが、基準年度（6216 Kwh）は下回った。 

目標値 6154 Kwh に対し実績は 6204 KWHとなった。 

 

軽油使用料の削減 

目標値を達成した。 

全車両 18台中デジタコ装備車両は、15台となった。 

残り 3台も順次装備する予定。 

今後は、デジタコによる運行管理、エコドライブの励行などの目標を掲げ

ていく。 

総排水量（使用水量） 

の削減 

使用水量は、清掃車を稼働させるため、毎回、水の使用が必要となり使用

量が増加した。 

水量については、改めて目標値を検討する必要がある。 

グリーン購入の推進 

年度の目標は文具の発注数のうちエコマーク商品の割合を 30％以上とし

ている。目標は達成。常日頃から購入すべき商品については、しっかりと

検討を行っていた。 

一般廃棄物の総量の削減 

 

積極的に古紙回収を利用し廃棄物として排出を迎えたが目標値には届か

なかった。目標値 224㎏に対して実績 225㎏であった。 

 

生活環境保全の取り組み 
原則として月に 1 回（第 2 土曜日）、事務所・事業場に残った者で実践し

た。今後も無理なく継続していく。 

 
 
 

 

 

 

 

 

生活環境保全の取組（月に一度の清掃活動） 

生活環境保全の取り組み（月に一度の清掃

活動） 
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14.【次年度の取組内容】 

取組内容 今後の取組 次年度の目標 

電力使用量の削減 

1．事務室、休憩室の照明は、不必要なとき

は、消灯 

ポスター等の掲示を行う。 

2．使用頻度が低いトイレ等の照明は、使用時

のみ点灯 

ポスター等の掲示を行う。 

3．パソコン、コピー機等の OA機器は、省電力

設定 

 

4．夜間、休日は、パソコン、プリンター等の主

電源を切る 

 

5．使用していない部屋の空調は停止 ポスター等の掲示を行う。 

  

軽油使用料の削減 

1．エコドライブの励行 

津久見市の収集ルールを厳守

する事。 

デジタコの運転評価を利用す

る。 

2．アイドリングのストップを励行 
デジタコの運転評価を利用す

る。 

3．定期点検によりタイヤの空気圧等を適正に

保つ 

 

4．高速走行の速度設定とその実行 
デジタコの運転評価を利用す

る。 

5．配車計画と搬送方法の見直し 
デジタコの GPS機能でルートを

見直す。 

  

一般廃棄物の総量の削減 

1．再使用又はリサイクルしやすい製品を優先

的に購入 

 

2．詰め替え可能な製品の利用修理等  

3．分別回収ボックスの適正配置等により、ご

みの分別 

 

総排水量（使用水量） 

の削減 

1．手洗い時、洗い物においては、節水を励行 ポスター等の掲示を行う。 

2．洗車の場合は必要最小限にとどめる  

3．汚泥タンク洗浄業務の持参する水は節水を

励行する 
 

生活環境保全の取り組み 
1．事務所、駐車場入口の清掃  

（原則として第 2土曜日）  
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15.【環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等
の有無 外部からの苦情などの受付状況や対応結果】 
環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。 

又、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。 

 

外部からの苦情などの受付状況や対応結果について 

近隣住民や事業所からの外部からも苦情はありませんでした。 

 

法令等の名称 当社に適用される要求事項 判定 

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律 
産業廃棄物収集運搬業 〇 

  収集運搬車両の表示 〇 

  収集運搬車・備え付け書類 〇 

  産業廃棄物管理票の写しの保存 〇 

  産業廃棄物処理委託契約 〇 

  産業廃棄物処理委託契約書の保存 〇 

  産業廃棄物処理業者等許可の 〇 

  取得及び許可の更新、事業の範 〇 

  産業廃棄物処理業等変更の許可 〇 

  産業廃棄物処理業等における適正処理 〇 

  帳簿の作成および保存 〇 

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律 
事業系一般廃棄物の適切な管理 〇 

家電リサイクル法 
特定家電の適切な廃棄（業務用エアコンは

設置していない。 
〇 

リサイクル法 パソコン類の適切な廃棄 〇 

自動車リサイクル法 廃棄自動車の適切な廃棄 〇 

浄化槽法 浄化槽の適切な管理 〇 

  水質保全 〇 

道路運送車両法     安全性の確保    〇 

   
 

  車両の点検整備  
 

〇 

消防法 指定数量未満の危険物保管の取扱い 〇 

        消防用点検設備の点検 〇 

          消防訓練（防火管理者の責務） 〇 
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16.【代表者による全体評価と見直しの結果】 

環境負荷の削減については、軽油使用量の目標値が達成できた。 

 

軽油使用量の目標値が基準年度の4.5％削減となり目標値を達成した。 

 

 

売上高の構成は、廃棄物の収集運搬業務が62.9％、廃棄物排出事業者から依頼を受けて廃

棄物の管理業務（委託契約の仲介業務）仲介業務が37.1％となっており、廃棄物の収集運

搬業務が増加しました。 

 

2022年2月より持続可能な開発目標（SDGs）宣言を行っております。 

SDGsの達成に向けた取り組みとして「温暖化防止への貢献」でも軽油使用量の削減（デジ

タコによる）運行管理、エコドライブの励行などの目標を掲げております。 

導入したデジタコも全車両18台中15台となり積極的に活用し、意識を高めてエコドライブ、

ルートの再確認を改めてお願いします。 

 

エコアクションの21の審査も今回で11回目となります。改めて初心の気持ちに帰って新鮮

な気持ちで環境負荷の削減に取り組まれてください。 

 

持続可能な開発目標（SDGs）の趣旨を従業員一人一人が学びとり会社にマッチした目標を

掲げることができるよう全員でもう一歩レベルを上げていけることを期待しています。 

 

環境レポートに掲げた環境経営方針・目標・計画・システム・計画実施体制の推進につい

ては、今後も継続いたします。 

 

17.【代表者による実施体制の見直し】 

今後、従業員一人一人が持続可能な開発目標（SDGS）を学びとり、少しでも寄与できる

よう努力することが必要だと考えます。 

 

 

令和7年6月30日 
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